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ら疎遠になる原因にもなってい
たんだよ。
　その「身近な地域の要望」っ
て、どんなことなの？

　道路の路肩や川の堤防、公園の
草刈りをはじめ、傷んだ道路の復
旧や街路樹の剪定、カーブミラー
や区画線の設置などがあるん
だ。どれも、地域の人たちにとっ
ては、すぐに対応して欲しい要
望ばかりなんだけど、総合支所
に権限がないため、対応するま
でに時間がかかっていたんだ。

　確かに穴ぼこが開いた道路や
カーブミラーがない交差点は危
ないから、地域の人にとっては
早く対応して欲しいよね。
　そうだね。そこで総合支所が
地域の要望にすぐに取り組める
よう、平成25年度から総合支所
長に権限と予算が付けられたん
だ。
　そうなんだ。それで予算はい
くらあるの？

　さっき話した道路の路肩や川
の堤防、公園の草刈りなどをする
ための費用として１億3,600万
円を、その他に作業に必要な砂
利や生コンクリートなどの材料
を購入する費用として2,000万
円の予算を総合支所に移すこと
にしたんだ。これで総合支所長
は、直接、優先順位の高いもの
から順に「いつまでに行いま
す」と自分で決められるように
なるんだ。
　でも専門的な仕事を総合支所
だけですることはできるの。
　実際に権限と財源があって
も、どのように業者に発注した
りすればよ
いか分から
ないといけ
ないので、
例えば「側
溝の清掃だ
ったら１ｍ
でいくら」
というふう
に定型的な
作業は、あ
らかじめル
ールを決め

ておくことにしたんだ。
　なるほど。それなら専門的な
知識や経験がなくても対応でき
るね。
　それと、各総合支所に２人ず
つ、計18人の技能職員を増員し
たんだ。さらに総合支所をサ
ポートするため、専門的な知識
がある技術職員を津北・津南工
事事務所に２人ずつ、計４人増
やしたんだよ。
　仕事をする人も増えるんだ
ね。
　そうなんだ。総合支所に権
限、人員、財源の３つがそろう
ことで、これまで工事事務所に
集中していて、実現までに時間
がかかっていた地域の要望に、
よりスピーディーに対応するこ
とができるようになるんだ。
　これからは、地域の思いや願
いをすぐに実現できる頼りがい
のある身近な総合支所になるん
だね。
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